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第５章 計画の総合的な推進 

１ 県における推進体制 

 （１）庁内の推進体制の充実 

県の男女共同参画施策を総合的に推進するために設置した石川県男女共同参画推進庁

内連絡会議において、関係部局との連携、各種施策の効果的推進及び進行管理を行いま

す。 

 （２）石川県男女共同参画審議会の設置 

「石川県男女共同参画推進条例」に基づき設置した石川県男女共同参画審議会におい

て、男女共同参画計画その他男女共同参画の推進に関する基本的事項について調査審議

を行います。 

 （３）男女共同参画苦情処理機関の設置 

「石川県男女共同参画推進条例」に基づき設置した男女共同参画苦情処理機関におい

て、制度の周知を図るとともに、苦情に対して適切な処理を行います。 

 （４）男女共同参画に関する調査・研究、施策の企画・立案の充実 

庁内各課と連携を図りながら、男女共同参画の現状における問題点の把握や調査・研

究を進め、男女共同参画社会の形成に向けた施策の企画・立案に活かします。 

 （５）男女共同参画推進員の設置及び男女共同参画推進応援団の活用 

・「石川県男女共同参画推進条例」に基づき設置した男女共同参画推進員が地域社会

における男女共同参画の普及啓発活動を展開します。 

・男女共同参画推進員経験者による応援団を活用し、推進員への助言指導や広域的な

普及啓発活動を進めるとともに、応援団の自主的な活動を促進します。 

（６）石川県女性センターの充実 

男女共同参画を推進するための総合的な拠点施設として女性センターの役割は重要で

す。女性の主体的な生き方を支援する事業を充実させるとともに、女性団体・自主グル

ープのネットワークの拠点であり、男女共同参画の視点からの地域の防災力の推進拠点

として充実を図ります。 

（７）石川県女性相談支援センターの充実 

配偶者暴力相談支援センターとして、配偶者等からの暴力の被害者に対し、関係機関

との連携を密にし、相談から保護、自立まで被害者のそれぞれの状況に応じた総合的な

施策を推進するとともに、いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいし

かわ」として、性暴力被害者に寄り添った支援をワンストップで行う等、あらゆる暴力

等に対する相談支援体制の充実を図ります。 

（８）公益財団法人いしかわ女性基金との連携 

男女が共に協力し、豊かさを実感できる社会づくりを目指すために、広く女性の意見

を反映し、その多様な能力を生かして、女性の主体的な活動をより効果的に推進するこ

とを目的に設立された公益財団法人いしかわ女性基金と緊密に連携し、男女共同参画社

会の実現に向けての効率的な事業展開や広報・啓発活動を推進します。 
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２ 市町との連携     

・県は、市町と連携して男女共同参画社会形成のための活動に取り組むとともに、各市町

で男女共同参画施策が推進されるよう、男女共同参画に関する情報を収集・提供できる体

制の充実を図ります。 

・男女共同参画推進員が地域社会における活動を市町及び応援団と連携を図りながら進め

ることができるよう支援します。 

 

３ 国との連携 

国の動向を把握し連携を図りながら、全国の先進的な取組を踏まえつつ施策の効果的な推

進を図ります。 

 

４ 関係機関、民間団体、企業等との連携 

男女共同参画社会の実現を図るため、行政機関はもとより、関係機関、民間団体、企業等

との連携、協力体制を充実するとともに、男女共同参画社会づくりに向けたグループ、団体

等の活動やネットワークづくりを促進します。 

 

５ 職員研修の充実等 

  県職員をはじめ市町職員、団体職員等に対し、男女共同参画についての正しい理解と関心

を深めるための研修機会や情報提供の充実を図ります。 

 

６ 県民への期待 

  県民一人ひとりが男女共同参画を自らの課題としてとらえ、身近なところからその実現に

向けた取組を実践していくことを期待します。 

７ 計画の進行管理 

「石川県男女共同参画推進条例」に基づき、毎年、男女共同参画の推進状況及び男女共同

参画の推進に関する施策の実施状況について調査し年次報告として公表します。 

 

８ 数値目標 （別表） 

 数値目標を設定し計画の着実な推進を図ります。 
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別表 数値目標 

 


